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福岡県介護保険広域連合 
第１０期 介護保険事業計画策定支援等業務委託 

プロポーザル実施要領 
 

 

この要領は、福岡県介護保険広域連合（以下「広域連合」という。）が、「福岡県介護保険広域連合

第１０期介護保険事業計画策定支援等業務」の受託者を公募型プロポーザル方式により選定し契約

を行うために必要な手続きについて定めるものとする。 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 福岡県介護保険広域連合第１０期介護保険事業計画策定支援等業務 

・第１０期介護保険事業計画策定支援業務 

・介護予防効果分析業務 

⑵ 発注者 福岡県介護保険広域連合 

⑶ 業務内容 別添 委託仕様書のとおり 

※ 仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、打合せ等により変更する可能性がある。 

⑷ 履行期間 契約締結日から令和９年３月２６日まで 

⑸ 上限金額 35,992,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

⑹ 契約方法 優先交渉権者と広域連合の間で協議を行い、協議が整った時点で地方自治法施行

令第 167条の２第１項第２号の規定による随意契約を締結することを原則とする。 

２ 参加（応募）資格 

次の項目を満たす法人、その他の団体であること。 

⑴ 次の２つの条件を満たすこと。 

・人口 60 万人以上又は高齢者人口 20 万人以上の介護保険者の介護保険事業計画の受託実績が

ある（過去５年以内） 

・福岡県内の介護保険者の介護保険事業計画の受託実績がある（過去５年以内） 

⑵ 福岡県内に本店又は支店・営業所があること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当していないこと。 

⑷ 提出期限において、福岡県介護保険広域連合及び福岡県内の介護保険者の指名停止措置を受

けていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規

定する暴力団員でないこと。法人の場合は、役員等が暴力団員でないこと。また、暴力団員が経

営に事実上参加していないこと。 

⑹ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

⑺ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。 

⑻ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

⑼ 国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

⑽ 本業務を遂行するために必要とされる業務経験等を有し、かつ（１）の条件に合致する業務の

実績がある社員等を本業務に従事させることができる者であること。 
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⑾ プライバシーマークを取得していること、ＩＳＭＳの認証を取得していること又は個人情報

等の機密情報の取扱いに係る社内規定を整備しその実質的な運用が行われていること。 

⑿ 本業務を一括再委託しない者であること。 

⒀ その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

なお、参加申込書等が受理されている場合でも、上記要件のいずれかを満たしていないことが

判明した場合、要件を満たすまで有資格者としては取り扱わないこととする。 

また、同一事業者や関連事業者等で適正な競争性が阻害される恐れがある場合は、その参加資

格を取り消すことができるものとする。 

 

３ スケジュール（予定） 

項 目 日 程 

プロポーザル公告 令和８年５月１日（金） 

質問受付期限 令和８年５月２５日（月）正午 

質問回答 令和８年５月２７日（水） 

参加申し込み受付期限 令和８年６月１日（月）正午（必着） 

企画提案書等提出期限 令和８年６月４日（木）正午（必着） 

一次審査結果通知 令和８年６月８日（月） 

二次審査プレゼンテーション 令和８年６月９日（火）以降で広域連合が別途通知する日 

 

４ 配布資料 

⑴ 令和８年５月１日（金）～令和８年６月１日（月）正午 

⑵ 入手方法 

福岡県介護保険広域連合ホームページからダウンロード  

ホームページアドレス：https://www.fukuoka-kaigo.jp/news/detail/ 

＜配布書類一覧＞ 

  ① プロポーザル実施要領 

  ② 委託仕様書 

  ③ 質問書（様式１） 

 ④ 参加申込書（様式２） 

  ⑤ 業務実績書（様式３） 

  ⑥ 業務体制表（様式４） 

  ⑦ 配置予定調書（様式５） 

  ⑧ 企画提案書（様式６） 

 ⑨ 参加辞退届（様式７） 
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５ 質問及び回答 

⑴ 提出方法 

質問書（様式１）に記入のうえ、電子メールにて提出すること。 

なお、質問書提出後は必ず電話により受信確認を行うこと。 

⑵ 回答方法 

福岡県介護保険広域連合ホームページへ掲載する。 

なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

⑶ 提出先アドレス及び受信確認電話番号 

福岡県介護保険広域連合（事業課 計画係） 

メールアドレス：keikaku@fukuoka-kaigo.jp 

電話：092-981-9076 

６ 申込み  

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次の書類を提出すること。 

⑴ 提出書類 

① 参加申込書（様式２） 

② 会社概要書（任意様式） 

事業者等の経歴、役員の構成（氏名）、組織体制、従業員数、事業概要等が把握できるもの。 

③ 業務実績書（様式３） 

④ 業務体制表（様式４）及び配置予定調書（様式５） 

契約締結後の業務の実施体制（管理技術者、照査技術者及び担当者の氏名、経験、担当する

業務等）について記載すること。 

⑤ 業務体制全体図（任意様式） 

⑵ 提出部数 

提出部数は、参加申込書（様式２）は正本１部、他の書類は８部（正本１部、副本 7部）とす

る。 

⑶ 提出期限 

令和８年６月１日（月）正午（必着） 

⑷ 提出方法 

直接持参（郵送等不可） 

⑸ 提出先 

担当部署 福岡県介護保険広域連合（事業課計画係） 

所在地 〒812-0044福岡市博多区千代 4丁目 1番 27号 福岡県自治会館３階 

電話 092-981-9076 

担当 事業課計画係 

７ 一次審査（企画提案者の選定） 

 ⑴ 審査の手順 

参加申込のあった者について、選定委員会において、提出書類を精査し、プレゼンテーション

及びヒアリングを行う事業者（企画提案者）3社以内を選定する。 

 

 



4 

 

 ⑵ 選定結果 

企画提案者の選定結果は、参加申込みを行った全ての事業者に書面（電子メールを含む）によ

り通知する。なお、選定結果等についての異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

８ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

① 企画提案書（様式６及び任意様式） 

・別添委託仕様書をもとに、業務に対する基本方針及び各業務の実施内容その他必要事項を具

体的に記載すること。 

・提案趣旨やアピールしたいポイント等を簡潔に分かりやすく記載すること。 

  ② 業務工程表（任意様式） 

・実施スケジュールと役割分担が具体的にわかるように記載すること。 

  ③ 見積書（任意様式） 

・見積は「第１０期介護保険事業計画策定支援業務」「介護予防効果分析業務」ごとに分けて

作成すること。 

・具体的な積算内訳を記載し、見積金額及び内訳金額は、消費税等の額を含めた総額を記載す

ること。 

⑵ 提出部数 

提出部数は、８部（正本１部、副本 7部）とする。 

⑶ 提出期限 

令和８年６月４日（木）正午（必着） 

⑷ 提出方法・提出先 

「６申込み」に記載のとおり。 

 

９ プレゼンテーション及びヒアリング 

一次審査において企画提案者に選定された者は、提出された企画提案書に基づき、プレゼンテー

ションを行い、選定委員によるヒアリングを受ける。なお、プレゼンテーションは非公開とする。

また、やむを得ない事由によりプレゼンテーションを行う場を設けることができない場合、書面

（電子メールを含む）や電話によるヒアリング等に代える場合がある。 

⑴ 日時・場所 

令和８年６月９日（火）以降で広域連合が別途通知する日 

※ 詳細は、対象者に別途通知する。 

⑵ 所要時間（予定） 

企画提案者によるプレゼンテーション 20分以内 

選定委員によるヒアリング  10分程度 

⑶ 出席者 

３名以内とする。 

⑷ その他 

プレゼンテーションは提出された企画提案書のみで行うこととし、パソコン等の機器の使用

は認めない。 

企画提案書をもとに企画力や実現可能性、業務遂行能力等を審査するが、提案内容がそのまま

契約内容となるものではない。 
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10 二次審査（優先交渉権者の選定） 

⑴ 審査手順 

① 一次審査提出書類に関する必要な確認並びにプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

二次審査における合計得点の最も高い者を優先交渉権者とし、次点の者を第二位の候補者と

して選定する。 

② 優先交渉権者に選定された事業者とは、契約内容等について協議を行う。なお、優先交渉権

者に選定された事業者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、第二位の候補者に選定さ

れた事業者と交渉を行う。 

③ 企画提案事業者が１社のみの場合にも、上記選考方法により当該事業者の選定の可否を決

定する。また、予定価格を上回った場合は採用しない。 

⑵ 選定結果 

選定結果については、令和８年６月中旬（予定）に、二次審査に参加した全ての提案者に書面

（電子メールを含む）により通知する。なお、選定結果等についての異議申し立ては、一切受け

付けない。 

11 遵守事項 

参加者は、次の事項を遵守しなければならない。参加者が遵守事項のいずれかに違反したときは、

失格とする。 

⑴ プロポーザル実施において、公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合しないこと。 

⑵ 契約の履行に当たり、故意に粗雑にし、又は品質若しくは数量について不正の行為をしないこ

と。 

⑶ 他の事業者に対し、直接又は間接に妨害しないこと。 

⑷ 広域連合の財務規則、関係法令等に違反しないこと。 

⑸ 暴力団関係者を担当又は代理人として使用し、若しくは暴力団関係者に金銭、物品その他の財

産上の利益を不当に与えないこと。 

⑹ その他、広域連合職員の指示に従うこと。 

12 留意事項 

⑴ プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。 

⑵ 企画提案書は、１事業者につき１案とする。 

⑶ 提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は認めない。 

⑷ 企画提案書等、プロポーザルに係るすべての提出物は返却しない。 
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13 評価基準 

⑴ 一次審査評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

業務経歴 
過去５年間（令和３～令和７年度）の国及び地方公共団体にお
ける同種業務・類似業務の実績 
※参加資格要件（1）に該当する実績は必ず記載すること。 

5点 

業務実施体制 本業務の遂行に必要かつ十分な実施体制と適切な人員配置 5点 

配置人員の 
経歴 

管理技術者・照査技術者・担当者の経歴及び同種業務・類似業
務の実績 5点 

事業所体制 広域連合との連絡調整が迅速かつ円滑に行える事業所体制の
確保 5点 

小計 20点 

 

⑵ 二次審査評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

提案の的確性 業務の提案内容は、与条件との整合性がとれており、的確であ
るか 5点 

提案の独創性 
業務提案内容は独創的であるか 
また、広域連合の負担軽減に資するような工夫がなされている
か 

5点 

地域特性の 
把握 

広域連合の地域特性や組織としての特殊性を把握したうえで
の提案がなされているか 5点 

提案の実現性 業務の提案内容は論理的であり、実現可能かつ効率的であるか 5点 

業務の 
実施体制 

本業務の遂行に必要かつ十分な実施体制と適切な人員配置が
行われているか 5点 

プレゼンテー
ション能力 

プレゼンテーションに臨む態度、熱意、プレゼン内容の明朗性
等 5点 

参考見積金額 提案に対する見積金額の妥当性 5点 

小計 35点 

 


